
二
八

丹
波
の
山
村
に
於
け
ろ
檀
家
組
織
と
同
族
結
合竹

田

聽

洲

一
、
緒

言

本
邦

に
於
て
仏
教
が
民
間
に
沈
降
す
る
過
程
で
例
外
な
く
祖
先
信

仰
と
習
合
す
る
奇
異
な
現
象

の
歴
史
的
基
盤
を
究
明
す
る
た
め
、
頃

年
丹
波
地
方
の
山
村
に
つ
い
て
同
族
結
合
と
同
族
祭
祀
と
の
構
造
連

関
の
分
析
を
実
施
中

で
あ
る
。
蓋
し
同
族
結
合
は
日
本

の
村
落
形
成

に
於
て

一
つ
の
基
本
的
な
祖
型
の
残
存
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
従
来
、

東
北
や
薩
南
な
ど
後
進
地
域
村
落
の
徴
標
と
み
ら
れ
た
申

に
あ
つ
て
、

独
り
こ
の
丹
波

と
い
う
所
は
先
進
地
域
で
あ
る
畿
内
周
辺
と
い
う
立

地
条
件

の
下
に
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
種
の
資
料

の
唯

一
且
つ
極
め
て

有
力
な

埋
蔵
原
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
同
族
結
合
と
そ
の
祭
祀

と
の
間

に
は
理
論
的
に
不
可
不
の
構
造
関
係
が
あ
る
が
、
実
際
の
現

象
形
態

は
多
岐
を
極
め
る
。
本
篇
は
寺
の
檀
家
集
団
の
中
に
そ
れ
が

潜
在
し
て
い
る
と
い
う
特
異
な
事
実
を
析
出
し
、
併
せ
て
若

干
そ
の

ブ
イ

で

ル
ド

意
味
を
考
え
ん
と
試
み
た
も
の
、
場
所
は
最
近
亀
岡
市
に
編
入
せ
ら

れ
た
旧
京
都
府
南
桑
田
郡
曽
我
部
村
大
字
寺

(村
内
の
通
称
に
従

い

以
下
寺
村
と
称
す
)

で
あ
る
。

二
、
寺
村
と
そ
の
構
成

牛
山
牛
農
の
現
在
の
曽
我
部
村
が
行
政
村
落
と
し
て
成
立
し
た
の

は
明
か
に
明
治
廿
二
年
の
町
村
制
実
施
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
曽

我
部
の
名
は
和
名
抄
の
桑
田
郡
十
二
郷
の

一
で
あ
る

「
宗
我
部
郷
・」
宀

鎌
倉
時
代
に
東
大
寺
領
或
は
後
白
河
院
領

で
あ
つ
た

「
曽
我
部
荘
」

等

に
基
き

(郡
誌
、
そ
の
村
名
曽
我
部
、
或
は
所
管

の
大
字
で
あ
る

春
日
部
、
南
条
、・西
条
.
同
く
寺
村
の
小
字
名
で
あ
る
東
条
、
宮
条

等

の
地
名
は
、
現
在
各
大
字
に
散
在
す
る
群
集
古
墳

(後
期
横
穴
式

円
墳
)
と
共
に
古
代
村
落
と
そ
の
部
民
制

・
条
理
制
一の
俤
を
彷
彿
せ

し
め
る
ρ
現
曽
我
部
村
を
構
成
す
る
九
大
字
、
即
ち
春
日
部
、
法
貴
、



犬
飼

寺

中

南
条

重
利

西
条

穴
太
は
共
に
暮
藩
時
代

に

は
各
々

「
村
」
と
称
し
、
藩

に
対
す
る
貢
納
負
担
単
位
と
し
て
名
実

共

に

一
個

の
独
立
レ
た
自
然
村
落
で
あ
つ
た
。
こ
の
う
ち
穴
太
は
村

社
小
幡
神
社
を
氏
神
と
し
、
他
の
八
部
落
は
悉
く
、
寺
村

に
鎮
坐
す

ヨ

ノ

る
郷

社
与
能
神
社
の
氏
子
で
あ
る
が
、
相
互
の
地
理
的
関
係
か
ら
西

条

南
条

重
利
を
合

し
て

「
川
上
」
と
い
う

一
村
と
し
氏
神
与
能

社
の
祭
祀
圏
は

「
曽
我
部
六
ケ
村
」
と
見
做
す
古
来
の
慣
例
で
あ
る
。

寺
村

に
現
在
、
二
宇
の
寺
院
が
あ
る
。
浄
土
宗
知
恩
院
派
直
末
無

量
寺

と
日
蓮
宗
桑
田
寺
が
之
で
あ
る
。
而
し
て

「
寺
村
」
と
い
う
奇

妙
な
村
名
は

一
見
、
右
の
両
寺
の
何
れ
か
の
存
在
と
関
係
あ
る
ら
し

く
み
ゆ
る
が
実

は
そ
う
で
な
く
、
曽
我
部

一
郷
の
総
氏
神
与
能
社
の

鎮
坐
地
た
る
こ
と
を
示
す
も
の
ら
し
い
。
式
内
社
で
あ
る
当
社
の
名

鐘

つ
て
曁

三
代
実
録

(仁
和
二
、
十

一
、
十
四

)
に
み
え
、
そ
の
別
当
寺
で

あ
つ
た
神
宮
寺
が
、
奈
良
朝
期

に
於
て
互
然
た
る
堂
塔
を
有
す
る
伽

藍

で
あ
つ
た
こ
と
は
出
土
品
よ
り
見
て
殆
々
疑
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
瓦
当
、
柱
礎
、
塔
心
礎
。
詳
く
は
南
桑
田
郡
誌
及
び
京

都
府
史
蹟
名
勝
調
査
報
告
書
の
与
能
神
社
の
項
参
照

)

、

寺
村

の
中
世
史
は
文
献
的
に
は
漠
と
し
て
捉
え
得
な
い
が
与
能
神
社

に
吹

の
如
き
慶
長
八
年
九
月
十

一
口
付
の
棟
札
を
蔵
し
て
い
る
。

丹
波
の
山
村
に
於
け
る
檀
家
組
織
と
同
族
結
合

「先
建
立
者
文
応
元
庚
申
年
十
月
十
日
に
建
立
也
。
慶
長
元
丙
申

年
後
七
月
十
三
日
仁
地
シ
ン
仁
遊
里
く
つ
れ
候
ヲ
六
ヶ
村
為
氏
子

慶
長
八
癸
卯
年
八
月
二
十
四
日
御
棟
上
仕
建
立
候
而
九
月
十

一
日

仁
天
台
山
ヨ
リ
法
印
御
下
候
而
御
邏
宮
仕
候
也

(
種
字
三
)

右
本
願
者
心
暁
坊
賢
遐

(
花
押
)

川
上
村

(四
名

略
)

法
貴
村

(二
名

略
)

寺

村
岩
崎
丹
後

並
河
藤
右
衛
門

岩
崎
助
右
衛
門

並
河

喜
介

申

村

(
二
名

略
)

春
日
野
村

(
二
名

略
)

犬
飼
村

(
三
名

略
)

サ

も

う

ヘ

ヘ

ヘ

へ

う

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

願
主
ノ
人
者
時
神
主
心
暁
坊
賢
蓮

寺
村
住
人

時
ノ
岩
崎
佐
渡

争
憲

右
建
立
者
現
世
安
穏

(傍
点
筆
者
)

慶
長
八
年
癸
卯
九
月
十

一
日

賢
遐

(花
押
)
」

而
し
て
こ
の
棟
札
の
裏
書

に
よ
れ
ば
之

以
前
に
当
社
の
神
主
職
は
並

河
藤
兵
衛
家
か
ら
岩
崎
佐
渡
守
家

に
移

つ
た
ら
し
く
、
別
当
賢
遐
は

二
九



当
時

の
神
主
家
で
あ
る
岩
崎
佐
渡
守
家
の
出
身
で
あ
つ
た
。

曽
我
部
村
は
口
丹
波
の
穀
倉
と
い
は
れ
、
米
の
年
牧

一
万
石
を

こ

ゆ
る
が
、
寺
村
は
そ
の
中
で
も
世
帯
数

一
一
二
を
有
す
る
隨

一
の
大

部
落

で
あ
る
。
全
村
殆
ん
ど
農
家
で
あ
る
が
、

一
方

に
共
有
私
有
を

併
せ
て
広
大
な
る
山
林
を
掩
有
し
、
村
内

で
の
用
途
以
外
に
、
毎
年

そ

の
相

当
部
分
の
用
役
権
を
入
札

に
よ
つ
て
他
村
に
売
却
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
・は
、
農
村
と
は
い
つ
て
も
多
分
に
山
村
的
要
素
が
加
味

せ
ら
れ
、
従
つ
て
作
付
品
種
の
多
角
化
が
み
ら
れ
す
、
米
麦
単

一
経

営
型
農
村
の
典
型
と
目
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
が
、

こ
の
事
態
は
少
く

と
も
幕

藩
時
代
以
来

の
も
の
と
み
て
差
支
な
い
。
百
戸
を
こ
ゆ
る
こ

の
村
に
於
て
も
、
村
落
共
同
体

の
常
と
し
て
、
そ
の
下
に
様
々
の
機

能
岐
に
滑
う
て
幾
つ
か
の
組
織
体
を
構
成
し
て
い
る
が
、
就
中
際
立

つ
た
も
の
と
し
て
地
縁
集
団
と
し
て
の
増
呼

同
族
結
合
と
し
て
の

ブ
チ

株
内
(単
に
株
と
も
云
ふ
)
及
び
寺
院
の
檀
家
組
織
で
あ
る
檀
中

の
三
つ

を
挙
げ

る
こ
と
が
出
来
る
。
次
に
か
か
げ
る
三
つ
の
表
は
、
そ
の
組

織
関
係

を
夫
々
順
衣
に
連
鎖
さ
せ
つ
つ
整
理
し
て
示
し
た
も

の
で
あ

る
。

(登
録
番
号
は
住
民
登
録
の
公
称
番
号
)

三
〇



ナ
カ
ノ

カ
イ

ヂ

ナ
ガ

ノ

(
六
地
藏
壇
内
と
も
云
)

東

条

垣

内

中

垣

内

長

繩

、

27松 岡 伊 之 助
28森 岡 正 太 郎
29並 河 よ し のF
・so¥1!田 俊 夫

31並 河 保()
32並 河 周 吉1,
33並 河 睦 男
34並 河 潔L医 師
35並 河 孝G

36畑 申 竹 市 寄
37並 河 勇E
38並 河 重 三 郎E
39小 谷 彌 太 郎J
40玉 田 亀 学 雄 桑 田寺住職
41小 谷 広 一一J
95小 瀬 芳 夫
111西 上 作 造 巡 査

42≡ … 好 ヤ ス エ 小 使
43並 河 一 平A
44並 河 喜 格A製 材 業
45並 河 百 次C
46並 河 太 郎E
47桜 井 勳N
48小 谷 久 太 郎 」
49並 河 政 江li
50並 河'節 男A
51並 河 藤 五 郎G

53並 河 新 一G木 工 業
54倉 旨 勢 重 雄]し
55並 河 藤 九 郎A製 材 業
一5b並 河 昇 三A同 上

57長 野 繁 一一
58岩 崎 定1

一

ぎ

ガ
野

断

一

靱
イ
聴

陣

二

天

神

匿

内

[
西

垣

59小 谷 こ い のJ
60並 河 敬 太 郎E

61ご 階 堂 寛 光
62八 木 潤 吉 煙 草 屋
63旻 野 熊 次 郎 寄 桶 屋
64美 馬 豊 三 郎 木工技術員
96鈴 木 三 平 樵 夫
n2伊 鐘 発 朝鮮 入 土工

65並 河 万 治C
66/1丶 塩LE… 司
67中 井 信 一一
68山 脇 仲 一・0
69能 勢 隼 太 郎M
70能 勢 治 実M
71並 河 儀 一 郎C
72山 脇 マ サ 内 職

73並.河 斎[寄
74並 河 才 二A製 材 業
75並 河 民 一D寄
76大 西 春 雄 寄
77山 口 静 勝 天理教 々師
78並 河 利 民D
79小 谷 真_.」
80'隅 田i毅C
81並 河 善 囲F
82桜 井 勇 吉N
83並 河 重 樹C
84渡 辺 守 之 助 金 工

85能 勢 誠 一一M
86木 寺 利 一'

87能 勢 政 市L
88並 河 文 雄B
89仲 田 英 次



ジ
ヨ
薯

グ

ガ
イ

チ

内

上

下

垣

内

90桜 井 喜 一N
91小 谷 政 一・J
92並 河 平 太 郎 教 員

93服 部 米 吉 寄

94能 勢 義 太 郎L
97大 石 万 吉H
98西 川 三 郎
99小 谷 石 之 助J
100桜 井 作 一N

lOl並 河 正 一A
lO2並 河 才 造D
103小 谷 伝 三 郎 一 」
104大 石 四 郎H
105山 脇 増 太 郎0
106蓁 彦 一 会 社 員
107並 河 静 枝G役 場 小使
108大 石 一 男H

備考1株 の瀾は第π表と照応
2寄 は寄合株を示す

3職 業欄空白の者は農i業を示す

∬ 株の構成とその寺檀関係

①

[
株

一

並

.

河

i②!③

氏 名 陣 内 恒 那寺

並 河 藤 九 郎 長 ム

並 河 昇 三 〃 ム
並 河 節 男 中 ム

並 河 才 二 天 ム
並 河 コ ス エ 寺 ム

株

(
A
)
「並
河
株

(
B
)
一

並

河

株

(
C
二

薪

株

(
D
)
」並
河
株
(E
沃

F
)

並 河 喜 絡 中 ム
並 河 一 平 〃 ム
並 河 政 一 寺 ム
並 河 正 一.上 下 ム

並 河 慶 介 寺 ム
並 河 卓 次 坊 ム
並 河 文 雄 西 ム
並 河 信 造 坊 ム
並 河 政 江 中 ム

並 河 万 治 乾.慈
並 河 千 秋 坊 慈
並 河 重 樹 天 慈
並 河 儀 一 郎 乾 慈
並 河 孝 坊 慈
並 河 保11慈
並 河 百 治 中 慈
並 河 潔 坊 慈
隅 田 毅 天 慈

並 河 周 吉 坊 ム
並 河 才 造 西 ム
並 河 利 民 天 ム
並 河 民 一 天 本
(並 河 彌)亀 岡 ム

並 河 重 三 郎 東 桑
並 河 太 郎 中 桑
並 河 勇 東 桑 一
並 河 敬 太 郎 長 桑

並 河 善_天1桑
並 河 よ し の 坊1桑



董
河
株
(
G
)天
石
株
(H
と

岩
崎
株

(1
)

小

谷

株

(」
)

稿
岡
株

(
K
と
能
勢

並 河 新 一 長 慈
並 河 藤 五 郎 中 慈
並 河 静 枝 上 下 慈
並 河 し づ 上 条 慈

大 石 四 郎 上 下 ム
大 石 万 吉 〃 ム
大 石 一 男 上下 ム

大 石 治 寺 一

岩 崎 豊 吉 宮 ム
岩 崎 岩 雄 ・/ム
岩 崎 幸!一太 郎 〃 ム
岩 崎 武 一 〃 天
岩 崎 勇//ム
岩 崎 紋 次 郎 上条 ム
岩 崎 定 長 ム

小 谷 彌 太 郎 東 桑
小・ 谷 真 一 天 桑

小 谷 石 之 助 上下 桑
小 、谷 こ い の,長 桑
小 谷 久 太 郎 申'桑
小 谷 政 一 西 桑
小 谷 源 一 寺 桑
小 谷 伝 一 上下 桑

小 谷 広 一 束 桑

福 岡 純 次 上条 、ム
福 岡 織 衛i/ム
福 岡 弘9平 〃 ム
福 岡 秀 雄.〃 ム
福 岡 藏 一一 宮 ム

能 數 重 雄}長

(右表の上 につづ く)

株

(
L
)
冨

二

桜
蕀

(N
)

山
墾

宮
纛

)

寄
合
株

(寄
)

株

に

(左表の下 よ りつ づ く)

能 勢 政 一 西 慈
能 勢 伊 三 郎 上条 ム
能 勢 義 太 郎 上下 慈

能 勢 治 実 乾 慈
能 勢 隼 太 郎 〃 慈
能 勢 誠 一・ 天 慈

　

桜 井 作 一1上 下 慈
桜 井 勳 中 慈
桜 井 喜 一 西 慈
桜 井 し げ 寺 慈
桜 井 勇 吉 天 慈

山 脇 仲 一 乾 桑
山 脇 増 太 郎 上下 桑
山 脇 健 一 上条1桑

宮 脇 節 夫 宮 ム
宮 脇 栄 吉 〃 ム

服 部 米 吉 上下 ム
畑 中 竹 市 東 ム
並 河 斎 天 ム
大 西 春 雄 〃 天
長 野 繁 一.長 天
長 野 熊 次 郎 〃 天

計86(内 一戸ハ亀岡)

宮 匿 宗 次,宮 ム
俘 博 寺 一
松 岡 伊 之 助 坊 慈

(次頁の左表につづ く)



三
四

{

飜
韓

(∪
鸛
舜
靄
同
黜
θ
舁
θ
蘊
符
鶸
芻

㊥
蘊
箕
器

剛
辮
θ
甌
冴
θ
覊
噂
暴
訓

㊥
レ
算
鯊
陬
鰍

嬲
薺
嬲
田
雌

熱
薤
懿
姻
燕

(鏑
撫
)

囲
興
.瀕
田
瞭

(蕗
撫
)
昼
箕
聲
謡
蕪

(融
團
)

次
に
こ
れ
ら
の
表
に
読
明
を
加
え
つ

つ
簡
単
に
そ

の
意
味
す
る
処

を
検
討
し
て
み
よ
う
。
第
-
表
は
、
佳

民
登
録
票
に
よ
つ
て
、
寺
村

の
現
世
帯
を
悉
く
網
羅
し
、
之
を
垣
内
毎
に
分
け
且
つ
各
垣
内
内
の

家

の
同
族
関
係
を
第
皿
表

に
基
い
て
併

記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
垣
内

と
は
、
戦
時
中

に
は
隣
保
班
と
も
隣
組
と
も
呼
ば
れ
た
が
、

上
か
ら
の
政
治
力
に
よ
つ
て
人
為
的
に
区
画
さ
れ
て
出
来
た
様
な
も

の
で
な
く
、
古
く
か
ら
御
日
待
講
の
単
位
を
な
し
て
い
る
事
か
ら
も



知
ら
れ
る
如
く
、
自
然
発
生
的
な
、
従

つ
て
多
分
に
伝
承
的
な
性
格

を
も
つ
地
縁
集
団
で
あ
る
。
寺
村
は
塊
状
型
の
集
落
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
表
欄
上
の
距
り
は
そ
の
ま
ま
地
理
的
な
距
離
と

一
致
す
る
の
で

は
な
い
が
、

「
株
」
の
欄
か
ら
明
か
な
通
り

一
つ
の
垣
内
は
様

々
の

同
族
団

に
所
属
す
る
家
か
ら
講
成
さ
れ
て
い
る
。

周
知

の
如
く
日
本
の
村
落
溝
成
に
は
そ
の
基
本
型
と
し
て
同
族
組

織
の
優
越
す
る
型
と
講
組
組
織
の
支
配
的
な
型
と
が
あ
り
全
般

に
前

者
が
漸
次
崩
壤
し
て
後
者
の
型
に
移
行
し
つ
っ
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け

に
前
者

は
よ
り
祖
型
的
で
あ
り
、
村
落
構
成
に
於
け
る
前
代

の
俤
を

残
存

せ
し
む
る
公
算
が
よ
り
大
で
あ
る
。
丹
波

一
円
の
山
村
で
は
未

だ
に
こ
の
本
家
分
家
の
同
族
団
が
ヵ
ブ
、
カ
ブ
チ
、

マ
キ
等
の
名

で

0

広
般
に
残
存
し
て
い
る
の
が
極

め
て

特

徴

的

で
あ
る
が
、
寺
村
も

そ
の
例

に
洩
れ
す
地
縁
の

「
垣
内
」
の
外
に
、
同
族
の

「株
」
が
之

と
見
事
な
重
暦
関
係
を
み
せ
て
い
る
。
第
H
表
、
特
に
①
欄
は
そ
の

株
結
合

を
拾

つ
た
の
で
あ
る
が
、
村
の
全
戸
の
八
割
は
株
の
関
係
に

立

つ
家

で
あ
る
。
表
の
上
か
ら
明
か
な
様

に
、
H
I
J
K
N
O
P
の

如
く
、
株
(
同
族
)

H

同
姓
集
団
の
者
、
A
乃
至
G
の
如
く
、
同
姓

の
申
で
幾

つ
か
の
株

に
割
れ
て
い
る
者
、
,或
は
B
と
F
、
刃
と
班
の

丹
波
の
山
村
に
於
け
る
檀
家
組
織
と
同
族
結
合

如
く
分
化

の
未

だ
明
確

で
な
い
即

ち

機
能
的
に

一
株

の
様
で
も
あ

り
ご
株
の
様

で
も
あ
る
者
、
更

に
は
正
統
的
な
右
の
株
に
対
し
異
姓

家

の
み
が
寄

つ
て

「株
」
と
自
唱
す
る

「
寄
合
株
」
に
至
る
ま
で
、

そ
の
性
格
も

一
様

で
は
な
い
が
、

「
姓

」
の
共
同
は
家
紋
と
共
に
、

「株
」
の
も
つ
重
要
な
徴
標
で
あ
る
事

は
動
か
な
い
。
②
欄

に
於
て

は
、
H
や
ー
や
J
の
如
く
株
が

一
つ
の
垣
内

に
比
較
的
に
ま
と
ま
つ

て
い
る
の
も
あ
る
が
、
全
般
的
に
は

一
つ
の
株
を
作
る
家
々
は
い
く

つ
か
の
垣
内
に
散
在
し
て
い
る
。
之
即
ち
垣
内
が
様
々
の
株
の
家
か

ら
成
る
と
い
つ
た
事
を
裏

か
ら
み
た
に
外

な
ら
な

い
。
③
欄
は
各
家

の
旦
那
寺
を
示
し
た

も
の
で
あ
る

が
株

毎
に
寺

を
共
通

に
す
る
傾

向
が
極
め

て
支
配
的

で
あ
る
。
D
株

の
並
河

民

一
家
は
先

々
代
の

時
、
株
内
で
俗
事
か
ら
争
を
生
じ
、
故
意

に
、
村
内
に
同
行

の
な
い

亀
岡
町
の
本
門
寺

に
入
檀
す
る
ま
で
は

や
は
り
無
量
寺
檀
中
で
あ

つ

た
。
今
で
は
そ
の
軽
忽
が
ひ
ど
く
後
悔

さ
れ
て
い
る
。
能
勢
株

で
伊

三
郎
家
の
み
が
独
り
無
量
寺
檀
中

で
あ
り
、
岩
崎
株

の
武

一
家
が
同

様

に
只

一
軒
、
法
貴

の
天
王
寺
檀
中
で
あ

る
理
由
は
当
家
自
身
で
さ

へ
詳
か
に
し
な
い
が
必
す
何
か
特
別
の
理
由
が
存
し
た
筈
で
あ
る
。

大
石
株

の
治
家
は
当
主
の
代
に
四
郎
家
か
ら
分
家

し
た
も
の
で
ま
だ

…
五
`



祀
る
べ
き
ホ
ト
ケ
が
な
い
た
め
何

処
の
寺
の
檀
家
と
も
な
ら
な
い
で

い
る
。
然
し
条
件
が
具
備
す
れ
ば
,直
ち
に
無
量
寺
の
檀
家
と
な
る
べ

き
は
既

に
村

一
般
の
期
待
す
る
既
成
事
実
で
あ
る
。
D
株
の
並
河
弥

.家
は
家
業
の
都
合
で
先
代

の
時
亀
岡
に
転
出
し
た
が
、
そ

の
後
も
相

互
に
株

と
し
て
の
交
際
を
続
け
て
い
て
、
村
外
の
株
戸
と
し
て
口
2

つ
の
例

外
で
あ
る
。
か
く
て
株
内
は
殆
ん
ど
例
外
な
く
所
属
の
旦
那

寺
を
共
通
し
て
い
る
事
と
な
る
。
∬
表
末
尾
に
掲
げ
た

「
寄
合
株
」

＼

及
び

「
株

に
所
属
せ
ざ
る
も
の
」
は
、
全
体
の
約
二
割
を
占
む
る
が
、

こ
の
中

に
は
二

つ
の
系
統
が
あ
る
。

一
つ
は
古
来
か
ら
当
村
土
着
の

家
で
あ
る
に
不
拘
、
何
故
か
姓
を
異
に
し
従

つ
て
株

の
員
戸
に
入
つ

て
い
な

い
も
の
、

一
つ
は
雇

傭
関
係
或
は
戦
時
以
来
の
縁
故
疎
開

等
に
よ

つ
て
最
近
に
入
往
し
た
淨
動
的
な
要
素
で
あ
る
。

(第
-
表

の
職
業
欄
と
照
合
)
前
者
は
上
述

の
諸
株
の
檀
那
寺
の
何
れ
か
と
寺

檀
関
係
を
も

つ
が
後
者
に

は

そ

れ
が

欠
け
て
い
る
。
彼
等
が
前
住

地
そ
の
他
に
於
て
別
の
寺
と
寺
檀
関
係
を
も
つ
て
い
る
事
は
固

よ
り

自
由
で
あ
る
が
そ
れ
は
今
の
問
題
で
は
な
い
。

こ
の

「
株

に
所
属

せ

ざ
る
も

の
」
が
ー

ー
た
と
え
そ
の
中
に
は
数
戸
の
土
着
戸
を
含
む
と

し
て
も

i

村
の
構
成
史
に
於
て
本
来
的
の
も
の
で
な
い
事
は
明
か

三
六

で
あ
ろ
う
。

「株
」
を
繕
成
す
る
こ
と
が
何
よ
ゆ
も
村
に
於
け
る
本

来
性
の
徴
標

で
あ
つ
た
。
寄
合
株
と
い
う
も
の
が
発
生
し
、
そ
の
性

格
が
所
謂
る

「株
」
1

同
族
団
1

と
は
全
く
異
な
る
に
不
拘
而

も
そ
れ
が
ヵ
ブ
と
命
名
さ
れ
る
処
に
、
株

を
も
た
ざ
る
者
の
卑
下
と
、

株
を
も
つ
者

に
対
す
る
羨
望
と
が
物
語
ら
れ
て
い
る
。
寄
合
株
は
何

れ
も
土
着
の
農
家

で
あ
る
。
か
く
て
現
在

の
村

の
構
成
の
中

に
は
後

次
的
な
夾
雑
物
が
相
当
に
入
つ
て
い
る
が
村
の
構
成
史

の
中
枢
を
な

ぬ

う

う

う

す
も

の
は
実
に
株
の
家
々
で
あ
つ
た
。
そ

し
て
そ
の
家
々
は

一
致
し

て
、
共
通
の
菩
提
寺
の
檀
家
と
な
つ
て

い
る
事
を
こ
の
第
顎
表
は
極

め
て
明
瞭
に
示
す
の
で
あ
る
。

※
並
河
甼
太
郎
家
及
び
寄
合
株
の
並
河
斎
家
が
い
つ
れ
の
並
河

株

に
も
所
属
せ
ざ
る
理
由
は
詳
か

で
な
い
。
又
寄
合
株

の
長
野

繁

一
氏
は
長
野
熊
次
郎
氏

の
養
ヱJ
で
あ
る
が
便
宜
世
帯
は
二
つ

に
分
か
れ
て
い
る
の
み
で
本
家
分
家
関
係
で
は
な
い
。

第
盟
表
は
、
そ
う
し
た
寺
擅
関
係
を
寺

院
の
側
か
ら
眺
め
た
数
字

で
あ
る
。
右
に
の
べ
た
並
河
民

一
家
の
亀
岡
本
門
寺
と
の
特
殊
な
例

外
を
の
ぞ
け
ば
、
寺
村

の
土
着
戸
が
檀
家
と
な

つ
て
い
る
寺
は
、
三

宗
派
四
ヶ
寺

に
沍

つ
て
お
り
、
そ
の
内
二

ヶ
寺
は
、
既
述
の
浄
土
宗



無
量
寺

と
日
蓮
宗
桑
田
寺

の
部
落
内
寺
院
、
他
の
こ
ヶ
寺
慈
恩
寺
と

天
王
寺

は
部
落
外
寺
院
で
共
に
村
内
隣
部
落
の
法
貴

に
あ
り
臨
済
宗
、

且

つ
両
寺
は
師
弟
の
関
係

に
あ
る
。
こ
の
臨
済
宗

の
二
寺
が
夫
々
所

在
部
落

に
於
て
相
当
数
の
檀
家
を
も

つ
の
は
固
よ
り
当
然
で
あ
る
が
、

法
貴
か
ら
す
れ
ば
他
部
落
で
あ
る
寺
村
部
落

に
於
け
る
檀
家
の
も
ち

方
は
両
寺
で
可
成
り
異
つ
て
い
る
。
先
づ
数
に
於
て
大
差
が
あ
り
、

天
王
寺

惣
檀
中
に
於
て
寺
村
檀
中
の
も
つ
比
重
は
云
う
に
足
り
な
い

が
、
慈
恩
寺
の
場
合
、
法
貴
と
寺
村
と
の
檀
中
数
は
文
字
通
り
匹
敵

し
て
お
り
、
独
り
戸
数

の
み
な
ら
す
、
寺
村
廿
六
軒
の
内
に
は
総
代

以
下
有

力
檀
家
も
少
な
く
な
い
。
然
し
更

に
重
要
な
の
は
寺
村
の
慈

う

も

恩
寺
檀
中
廿
六
戸
は
二
戸
を
除
い
て
四
つ
の
株
の
中

に
截
然
と
割
れ

も

も

も

も

ヤ

切
つ
て

い
る

(第
慰
表
)
、
換
言
す
れ
ば
こ
の
檀
家
集
団
は
株
を
基
盤

と
し
て
そ
の
上
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
そ
の
点
で
は
部

落
内
寺
院
で
あ
る
無
量
寺
桑
田
寺

の
場
合
と
選

ぶ
と
こ
ろ
が
な

い
。

之

に
対

し
て
天
王
寺
檀
中
は
数
も
少
い
が
、
か
か
る
構
造
的
な
性
格

が
み
ら
れ
す
、
そ
の
発
生
に
何
か
特
異
な
事
情
の
伏
在
す
る
事
を
推

察
せ
し
め
る
。
そ
し
て
こ
の
天
王
寺
が
大
部
分
の
檀
家
を
自
村
に
、

極
く
少
部
分
の
檀
家
を
他
村
に
も
つ
と
同
じ
く
、無
量
寺
、桑
田
寺
も

丹
波
の
山
村
に
於
け
る
檀
家
組
織
と
同
族
結
合

檀
家
の
大
部
分
は
寺
村
部
落
内
で
あ
る
が
、
他
部
落

に
も
少
数
の
檀

家
を
所
有
し
て
い
る
。
特
に
桑
田
寺
檀
家
の
み
る
万
願
寺
部
落
は
、

寺
地
か
ら
遠
く
は
な
れ
た
山

一
つ
向
う
の
村
で
あ
る
。
然
し
何
れ
に

し
て
も
部
落
外
檀
家
を
も
つ
比
重
が
些

少
で
あ
る
点
で
は
共
通
し
て

い
る
の
で
あ
つ
て
、
邀

に
い
え
ば
部
落
内
檀
家
に
依
存
す
る
度
合
は

圧
倒
的
に
大
き
い
。

之
を
要
す
る
に
寺
村
の
寺
檀
関
係
は
可
成

に
錯
綜
し
て
い
て
檀
那

寺
は
部
落
の
内
外
に
沍
り
宗
派
に
於
て

一
様
で
は
な
い
。
然
し
通
じ

て
書
得
る
こ
と
は
寺
と
そ
の
宗
派
の
如
何

に
関
ら
す
、
同
族
組
織
と

い
う
共
通
の
原
理
が
す
べ
て
の
寺
檀
関
係

の
基
盤

と
し
て
そ
の
下
部

講
造
を
作

つ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
宗
旨

や
寺
の
所
在
の
遠
近
を
こ

え
て
、
よ
り
根
底
的
に
働
く
村
落
構
造
上

の
規
制
が
こ
こ
に
如
実
に

示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
第
-
表
第
n
表
に
寺
村
の
社
会
構
成

の
両
つ
の
肢
を
見
、
第

雁
表
に
宗
教
的
集
団
と
し
て
檀
家
組
織
の
形
相
を
瞥
見
し
た
の
で
あ

る
が
、

一
般
に
信
仰
集
団
と
し
て
常

に
寺

の
檀
家
と
対
比
せ
ら
れ
る

者
に
言
う
迄
も
な
く
神
社
の
氏
子
組
織
と
噛
諸
種
の
宗
教
的
講
組
織

が
あ
る
。
然
し
寺
村
に
於
て
は
、
氏
神
与
能
神
社
の
鎮
坐

に
も
不
拘

三
七



所
謂
宮
座
類
似

の
組
織
慣
行

は
全
く
存
在
し
な

い
っ
之
は
同
社
が
寺

村

だ
け
の
村
氏
神
で
は
な
く
曽
我
部
六
村
の
惣
氏
神

で
あ
り
、
之
と

は
別
に
寺
村

一
村
限
り

の
氏
神
が
存
し
な

い
事
と
関
係
が
あ
る
で
あ

ろ
う
。
講
に
は

「
宮
講
」

「
東
講
」

「
中
講
」
と
別
称
さ
れ
る
地
縁

的
な
三
つ
の
伊
勢
講
の
他
.、
山
上
講
、
山
神
講
、
観
音
講
等
そ
の
種

類
少
く
な
い
が
垣
内
株
内
の
何
れ
と
の
間
に
も
櫞
造
的
な
連
関
が
認

め
ら
れ
な

い
。
即
ち
寺
村
に
於
て
は
、
社
会
構
成
と
信
仰
組
織
と
の

膚
接
関
係
が
何

よ
り
も
寺
の
檀
中
に
集
約
的
に
具
体
化
さ
れ
、
檀
家

集
団
は
ま
さ
に
そ
う

い
う
も
の
と
し
て
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
然

ら
ば
そ

の
事
態

は
、
内
容
的
に

一
体
如
何
な
み
こ
と
を
意
味
す
る
の

か
、
叉
か
か
る
関
連
は
如
何
に
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

三

寺
檀
關
係
が
同
族
結
合
に
規
制
さ
れ
る
傳
承
学
的
意
義

も

ヤ

ぬ

現
在

の
寺
村

の
株
は

「
人
」
の
通
婚
を
介
し
て
成
立
す
る
親
族
と

は
異
な

り
、
本
家
分
家
と
い
う

「
家
」

の
系
譜
関
係
と
し
て
成
立
し

ヤ

ヤ

た
処
の
同
族
結
合
で
あ
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
そ
の

「
カ
ブ
」
と
い

う
言
葉

が

「
シ
ン
ル
イ
」
と
は
別
に
明
瞭

に
存
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

疑
が
な

い
。
例
え
ば
信
造
氏
と
周
吉
氏
と
は
実
の
兄
弟
と
し
て
最
も

三
八

親
近
な
親
族
で
あ
る
が
、
並
河
信
造
家

(
B
株
)
と
並
河
周
吉
家
(
D

株
)
と
は
互
に
系
譜
関
係
を
異

に
す
る
別
株
の
家
で
あ
り
、
信
造
氏

(兄
)
は
周
吉
家
か
ら
養
子
と
し
て
出
て
信
造
家
を
継

い
だ
の
で
あ

つ
た
。
親
族
と
同
族
と
が
重
な
る
場
合
も
勿
論
珍
し
く
な

い
が
そ
れ

も

も

も

も

も

は
二
つ
の
も
の
が
重
な
つ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
同

一
な
の
で
は
な
い
。

「家
」
の
系
譜
関
係
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
現
実
に
担
う

「
人
」
の

生
滅
交
替
を
こ
え
て
超
世
代
的
に
連
続
す
る
縱
貫
的
歴
史
的

な
関
係

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
寺
村
の
株

は

同

族

結
合
と
し
て
の
機
能
を

す
で
に
可
成
り
崩
壞
、
或
は
潜
在
化
せ
し
め
て
来
て
い
る
。
第

一
に

ど
の
株

に
つ
い
て
も
株

の
本
家
或
は
オ

モ
ヤ
と

い
う
家
が
明
か
で
な

ヤ

ロ

う

ゆ

も

い
。
即
ち
本
家
の
地
位
と
い
う
も
の
が
殆

ん
ど
全
く
淌
滅
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
葬
式
や
婚
礼
、
法
事
、
普
請
、
屋
根
替
そ
の
他
諸
種

の

通
過
儀
礼
や
協
働
に
株
内
の
家
が
参
加
す

る
の
は
勿
論

で
あ
る
が
、

然
し
垣
内
や
親
類
や
そ
の
他
の
肢
の
集
団
を
排
除
し
て
、
株
の
み
が

全
員
を
挙
げ
て
参
加
す
る
と
い
う
営
為
は
只

一
つ
の
例
外
を
残
し
て

他
は
全
く
み
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
の
例
外
と
い
う
の
は
、
概
ね

か
ぶ
ね
ん
し
ゆ

小
正
月
頃

に
ど
の
株
で
も
、
当
屋
を
廻
し
て
行

は
れ
る

「株
年
酒
」

と
呼
ば
れ
る
酒
宴
で
あ
つ
て
、
之
は
垣
内
は
も
と
よ
り
、
当
屋
の
親



類
も
そ

の
宴
席

に
列
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い

一
方
、
株
の
家
は
、

毎
年
必
す
出
席
し
、
何
年
目
か
に
一
度

の
当
屋
番
を
引
う
け
る
権
利

と
義
務

が
あ
り
、
今
で
は
株

の
唯

一
の
紐
帯
と
な
つ
て
い
る
。
之
は

決
し
て
単
に
親
し
い
同
志
の
新
年
宴
会

と
し
て
あ
る
の
で
な
く
、
株

と
し
て

の

一
つ
の
不
可
欠
の
営
為
な
の
で
あ
る
。

別
の
場
所
で
論
じ
た
如
く
、
同
竢
結
合
は

「
家
」

の
存
在
を
前
提

も

ヘ

へ

ら

へ

ぬ

と
し

「
家
」
の
超
世
代
的

に
永
続
す
べ
し
と
す
る
当
為
と
、
本
家
分

②

家

の
系
譜

関
係
と

を
そ
の
支
柱
と

し
て
い
る
。
そ

う
い
う

「家
」

の
系
譜
的
連
合
と
し
て
同
族
結
合
自
身
が
又
永
続

え
の
当
為
を
踏
ま

え
、
そ

の
当
為
は

自
己
の
系

譜
の
始
源

に
対
す
る
畏

敬

に
媒
介

せ

ヘ

へ

ら
れ
て
始
め
て
成
立
の
根
拠
を
得
る
の
で
あ
る
。
祖
先
崇
拝
が
不
可

不
的
に
成
立
す
る
根
拠
は
斯
様

に
家
と
同
族
と
の
関
係
そ
の
も
の
の

中
に
構

造
的
に
胚
胎
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
具
体
的

に
は
霊
魂
観

う

も

念
が
之

に
絡
ん
で
祖
先
信
仰
と
い
う
型
で
表
は
れ
る
。
そ
し
て
霊
魂

観
念
は
自
体
が
死
霊
か
ら
昇
華
し
て
来
た
非
個
性
的
な
も
の
で
あ
る

か
ら
特
定

の
霊
格
か
ら
更

に
神
格
や
仏
格
に
も
容
易
に
転
化
し
得
る

③

の
で
あ
る
。
株
の
祭
り
に
於
て
祭
ら
れ
る
対
象
は
様
々
に
分
化
し
て

い
て
も
、
之
が
理
論
的
に
は
祖
先
信
仰

の
転
化
し
た
も
の
で
あ
り
、

丹
波
の
山
村
に
於
け
る
檀
家
組
織
と
同
族
結
合

う

り

そ
の
点

に
於
て
祭
り
は

株

の
共

同
営
為
と
し
て
、
最
初

に
し
て
且

①
②
③

,

つ
最
後

の
最
も
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
同
(
族
)
結
合
は
単

　

な
る
社
会
結
合
た
る
に
尽
き
る
の
で
な
く
、
本
来
宗
教
的
性
格
を
不

可
不
的
に
持
た
ざ
る
を
得
な
い
点
に
於
て
甚
し
く
特
徴
的
で
あ
る
と

云
え
よ
う
。
株
講
、
先
祖
講
と
い
わ
れ
る
丹
波
地
方
の
株

の
祭
り
が

株
の
全
員
を
、
而
し
て
そ
の
全
員
の
み
を
参
加
せ
し
め
他
家
を
厳
に

排
す
る
の
は
、
株
そ
の
も
の
の
本
来
の
性

格
か
ら
来
る
の
で
あ
る
が
、

之

に
例
外
な
く
直
会

の
会
食
が
行
は
れ
る
の
は
、

一
般
に
神
と
の
共

宴
が
祭
の
根
本
契
機
の

一
だ
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
寺
村
の
株
年
酒

は
実
に
こ
の
株
講
の
直
会
の
み
が
零
落
し

て
遺
さ
れ
た
も
の
に
外
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
株
」

の
意
識
が
崩
壞
し
或
は
潜
在
化
し
た
と

い
う
所
以
で
あ
る
。

斯
く
同
族
結
合
が
祖
先
信
仰
を
媒
介

と
し
て
宗
教
的
性
格
を
不
可

不
的
に
持
た
ざ
る
を
得
な
い
と
み
る
時
、
寺
村
の
株
が
株
毎
に
菩
提

寺
を
共
通
に
し
て
い
る
事
実
は
甚
し
く
含
蓄
に
富
む
も
の
で
あ
る
。

紙
幅

の
関

係
上
、
寺

村
に
於
け
る
D寺
院

の
機
能
を
肺詳
論
し
得
な
い

が
、

一
口
に
い

え
ば
壇

家
に
と
つ
て
、
そ

れ

は
先
祖
の

祭
ら
れ
場

-で
あ
り
自
分
逹

の
死
後
に
ゆ
く
所

で
あ
る
。
ラ

ン
ト
ー

(両
墓
制
に

三
九



於
け
る
詣
り
墓
)
の
あ
る
所
で
あ
紅
、
位
牌
が
祭
ら
れ
、
葬
式
法
事

が
営
掌

さ
れ
、
季
節
的
法
会

の
形
で
先
祖
の
回
向
が
行
は
れ
る
処
で

あ
る
。
齊
米
と
法
名
と
の
授
受

に
は

一
種
の
成
丈
規
定
ま
で
作
ら
れ

④

て
い
る
。

こ
う
い
う
事
が
宗
派

の
如
何
を
問
は
す
通
基
的
に
寺
を
支

え
る
支

柱
と
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

檀
家

の
最
も
多
い
無
量
寺

に
つ
い
て
み
れ
ば
i

他
の
寺
で
も
同

様

で
あ
ろ
う
が

為
檀
家
総
代
を
頭
と
す
る
六
つ
の
年
行
司
組
に
分

か
れ
て
寺
務
を
補
佐
し
て
い
る
が
そ
の
組
は
多
分

に
地
縁
的
で
あ
つ

て
株
と
は
明
に
無
関
係

で
あ
る
。
寺
は
先
祖
の
祭
り
場
と
い
つ
て
も
、

・そ
の
先
祖
乏
は
個
々
の
家
の
先
祖
で
あ
つ
て
株

の
先
祖

と
い
う
意
識

も

も

は
少
く

と
も
直
接
的
で
な
い
。
要
す
る
に
「
株
」
が
檀
家
集
団
を
通
し

て
寺

と
意
識
的
に
直
結
す
る
機
会
は
先
づ
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

而
も
株

が
挙
つ
て
寺
を
共
通
に
し
て
い
る
事
は
、
寺

の
も
つ
右
の
如

き
機
能

よ
り
み
て
、
株

の
本
来
も
つ
べ
き
宗
教
的
性
格
が
寺
に
投
映

さ
れ
て

い
る
と
み
る
外
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
が
意
識
の
深
暦
に
潜
在

し
て
い
る
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
か
か
る
檀
申
と

株

と
の
間
の
象
徴
的
な
関
係
は
、
偶
然
、
或

は

故

意

に
よ
つ
て

一

時
的
に
作
為
さ
れ
た
も
の
と
は
見
ら
れ
す
、
同
族
結
会
に
よ
る
村
そ

四
〇

の
も
の
の
歴
史
的
形
成
と
構
造
的
に
拘
は
り
合
う
、
す
ぐ
れ
て

"歴

史
ー

伝
承
"
的
な
事
態

の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
先
代
或
は

当
代
の
新
し
い
分
家
を
含
む
株
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
原
則
的
に
悉

く
株
内

の
寺

の
檀
家
と
な
る
慣
行
の
伝
承

に
深
い
含
蓄
が
あ
る
。

一
般

に
近
世
文
書
の
比
較
的
豊
富
に
の
こ
る
村
に
あ
つ
て
も
、
事

態
が
余
り
に

日

常

的

の
故
に
同
族
結
合

の
成
立
変
遯
等
は
文
献
的

に
跡
を
の
と
す
機
会
が
稀
有
で
あ
つ
た
。
ま
し
て
寺
村
の
如
く
、
丈

書
の
殆
ん
ど
存
し
な
い
村
に
於
て
は
獪
更
之
を
文
献
的
に
立
証
す
る

事
は
困
難
で
あ
る
。
然
し
そ
の
場
合

に
於

て
も
右
に
考
え
た
如
く
株

及
び
そ
れ
と
寺
と
の
関
係
が
決
し
て
新
し

い
も
の
で
は
な
く
、
暮
藩

時
代
乃
至
は
そ
れ
以
前
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
事
は
推
察
す
る

に
難
く
な
い
。
時
代
は
下
る
が
無
量
寺
に
蔵
す
る
次
の
如
き
文
書
は

若
干
そ
の
間
の
淌
息
を
伝
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

二
階
堂
庵
井
地
面
寄
附

一
札
之
事

一
、
往
古
よ
り
村
二
階
堂
薬
師
江
庵
建
継

候
儀
者

御
寺
旦
那
赤
沢

七
郎
右
衛
門
遺
跡
に
紛
無
御
座
候
所
、

同
人
儀
先
々
年
よ
り
及
絶

ヘ

へ

も

も

ヘ

カ

ぬ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

家
、
右
に
付
当
株
之
儀
者
赤
沢
家
先
祖
と
厚
縁
之
聞
柄
故

右
薬

師
庵
永
々
修
覆
仕
来
候
処

此
度
御
寺
且
御
檀
中
よ
り

右
為
赤



沢
家
菩
提

寄
附
可
致
旨
被
仰
処

右
之
段
承
知
仕

寄
附
什
物

左
之
通

一
、
薬
師
庵
地
面
…
、

一
、
祕
仏
薬
師
如
来
…
、

一
、
立
艨
阿
弥

陀
仏

…
、

一
、
誕
生
仏
…
、

一
㍉
伊
陀
天
仏
…
、

一
、
位
牌

数

十
三
枚

三
界
万
霊
位
碑
壱
枚
、

一
、
石
碑

三
本

此
内

赤

沢
家
先
祖

庵
主
是
心

三
界
万
霊
、

一
、
戸
障
子
襖
、

一
、
畳
、

一
、
茶
釜
、

一
、
石
は
し
り
、

一
、
立
木
…
…
、

右
者
従
来
赤
沢
家
講
継
候
什
物
に
紛
無
御
座
候
に
付
寄
附
仕
候
、

然
上
者
赤
沢
家
菩
提
之
儀

且
遺
跡
退
転
無
之
様
御
頼
申
上
候

則
為
修
覆
料

赤
沢
附
之
山
林
字
四
十
九

尤
旁
示
之
通
寄
附
仕

候

然
者
後
々
世
々
に
至
り
右
庵
地

に
付
違
乱
無
御
座
候
為
後
日

依
而
如
件

天
保
+
三
年

寅
八
月
八
日

ヘ

へ

も

へ

福
岡
株
中滝

祕
印

玄

隆
印

嘉
右
衛
門
印

丹
波
の
山
村
に
於
け
る
櫨
家
組
織
と
同
族
結
合

無
量
寺
第
弐
拾
世

察
誉
和
徇
様

惣

檀

中

御

衆

中

(
傍
点
筆
者
)

前
文
之
通
相
違
無
之
付

奥
印
仕
置
候

以
上

寺
村

年
寄

五
右
衛
門
印

之
に
対
し
同
年
十
二
月
無
量
寺
か
ら
出
し
た
請
状
案
に
は

カ

カ

ロ
も

も

も

「
御
株
御
類
家

に
付
御
株
御
持
庵
相
成
居
候
…
…
…
」
と
あ
り
無
量

寺
察
誉
の
外
檀
中
総
代
と
し
て
並
河
庄
兵
衛

並
河
孫
右
衛
門

岩

崎
仙
次
の
三
名
連
署
し

「
福
岡
株
申
」

を
宛
所
と
し
て
い
る
。

之
に
よ
れ
ば
現
在
は
零
落
し
て
い
る
寺

村
の
株
の
機
能
も
旧
幕
府

時
代
に
は
明
か
に
法
人
格
を
認
め
ら
れ
る
程
有
力
な
も
の
で
あ
つ
た
9

文
面
で
は
福
岡
株
は
檀
中

で
は
な
い
か
の
如
く
で
あ
る
が
、
実

は
第

H
表

の
K
株
で
あ
り
、
累
代
無
量
寺
の
有
力
檀
家
で
あ
る
。
こ
の
薬
師

は
九
月
十
二
日
の
法
会

の
主
尊
と
な
る
今
の
境
内
薬
師
堂
の
本
尊
で

あ
ろ
う
。
無
量
寺

の
事
実
上
の
開
創
の
時
期
と
経
緯
と
は
共
に
明
か

で
な
い
が
過
去
帳
面

で
は
慶
長
元
和

の
交

よ
り
累
年
法
名
を
録
し
、

四
一



現
存
最
古
の
同
寺
文
書
は
寛
文
四
年
の
も
の
で
あ
り
、
叉
元
祿
七
年

も

も

の
売
劵

に

「
無
量
寺
代
五
世
但
誉
和
尚
殿
」
と
あ
る
か
ら
大
体
近
世
、

初
頭
の
開
創
と
み
て
誤
り
な
か
ろ
う
。
恰
も
そ
の
前
後

の
全
国
的
検

地
と
村

落
改
編
に
寺
村
が
具
体
的
に
ど
の
様

に
対
応
し
た
か
、
之
亦

詳
に
し
得
な
い
が
、
先

の
与
能
神
社
所
蔵
慶
長
八
年

の
棟
札
に
出
る

寺
村
の
岩
崎
並
河
両
姓
は
、
第
皿
表
の
岩
崎
株

(
・↓

並
河
株

(
A

l

G
)
と
必
す
系
譜
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
村
高
請
制

に

よ
る
小
農
民
の

「
家
」

の
独
立
と
い
う
近
世
村
落
史

の
基
礎
事
実
が
、

そ
の
間
を
つ
な
い
で
居
る
で
あ
ろ
う
事
は
疑
な

い
。

四
、
結

語

以
上
概
観
し
た
寺
村
の
檀
家
と
株
内
と
の
関
係
は
、
多
少
の
偏
差

は
あ
つ
て
も
少
く
と
も
丹
波

一
帯
に
は
之
を
期
待
し
得
る
公
算
が
あ

る
。
表
面

に
表
は
れ
た
そ
の
現
象
形
態
は
寺
村
限
り

の
も
の
で
あ
ろ

め

も

う
が
、
深
暦
部
に
祕
め
ら
れ
た
そ
の
意
味
に
は
普
遍
爰
当
的
な

一
面

が
具
備

さ
れ
て
い
る
様

に
思
は
れ
る
。

一
つ
の
村
の
精
密
な
る
学
術

的
調
査

の
も
つ
意
義
は
実

に
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
本
邦
に
於

て
仏
教

が

民
間
に
沈

降
し
て

所
謂
る
日
本

仏
教
の
基
暦
を
形
成
す

る
に
当

り
、
之
が
広
般

に
祖
先
信
仰
と
習
合
す
る
理
由
偉
、
単
に
僧

四
二

侶
の
堕
落
だ
と
か
、
幕
府

の
禁
教
政
策
の
残
映
だ
と
か
、
信
仰
の
封

建
逡
制
だ
と
か
、
凡
そ
そ
の
様
な
単

に
信
仰
の
面
の
み
か
ら
の
規
定

で
解
決
し
得
る
底

の
も
の
で
な
く
、
社
会

組
織
に
対
す
る
或
種
の
民

族
的
傾
向

か
ら
不
可

不
的

に
規

制
さ
れ

て
来
る

す
ぐ
れ
た
構
造
的

な
性
格
を
踏
ま
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
数
年
蒐
集
し
た
民

俗
資
料
の
分
析
か
ら
益
々
確
信
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
つ
て
来
た
。

(完
)

①
-
拙
稿

「株
の
祭
」

(
民
間
伝
承
一
四
の
二
)
同

「
丹
波
丹
後
の
同
族
結

合
」

(関
西
地
方
史
協
議
会
々
報
三
号
)

②

拙
稿

「
仏
壇
の
成
立
す
る
民
俗
学
的
論
理
-

日
本
常
民
の
家
と
祖
先

と
仏
教
と
の
関
係
」

(禅
学
研
究
四
四
号
)

③

拙
稿

「
村
落
を
構
成
す
る
同
族
祭
団
」

(史
林
三
六
の
三
)
及
び
②
参

　　

④

拙
稿

「
斎
米
と
戒
名
」

(民
間
伝
承
十
入
の
四
)


